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（２）情報交換のための特定建設資材等の登録情報の更新 

 

以下の対象副産物を材料とする再生資材を再資源化施設より搬入する場合は、必ず[再生

資材利用（詳細）]の入力を行います。また、計画で登録された再生資材の利用量の情報は

実施の情報に引き継がれません。利用した処理施設毎に改めて数量を入力します。 

 

【対象副産物】 

〇コンクリート塊 〇アスファルト・コンクリート塊 〇建設発生木材  〇建設汚泥 

〇建設混合廃棄物 

 

〔再生資材利用（詳細）を入力する〕 

①  「工事概要」画面を表示して 情報交換のための特定建設資材等の登録（任意）ボタ

ンをクリックします。 

 

  クリック 
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② 再生資材利用詳細実施一覧」画面が表示されましたら、 追加 ボタンをクリックしま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③「再生資材利用詳細実施（品目・年度登録）」画面が表示されましたら、情報の入力を

行います。登録が終わりましたら、必ず 更新 ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   注意：本システムでは「㈱」、「㌧」等の特殊文字による登録はできません。 

  

クリック 

注意！ 

 更新 ボタンを

クリックしないと

入力した内容が保

存されません。 
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④ 「再生資材利用詳細実施（品目・年度集計）」画面が表示されましたら、 入力 ボタン

をクリックし、登録画面に移動します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

クリック 

再生資材利用等の情報が

表示されます。 
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⑤ 「再生資材利用詳細実施（品目・年度数量登録）」画面が表示されます。利用する再生

資材の半月毎の数量を、それぞれ購入元の工場（＝処理施設）毎に入力します。工場

を登録するために 選択 ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

クリック 
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⑥ 「処理施設選択」画面が表示されます。購入元施設の住所を都道府県、市区町村、町

丁目を選択します。「施設」項目に施設名が表示されましたら、該当施設を選択しま

す。該当施設が無い場合は、「施設」項目は「その他」を選択し、その下にある「会社

名」、「施設名」に購入元施設名を入力します。すべてが完了しましたら 確定 ボタン

をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

クリック 
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⑦ 「再生資材利用詳細実施（品目・年度数量登録）」画面に戻り、施設名等が入力されて

いることを確認します。次に半月毎の数量を入力していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

数量の入力が完了しましたら 合計計算 ボタンをクリック後、 更新 ボタンをクリッ

クします。 

  

注意！ 

 更新 ボタンを

クリックしないと

入力した内容が保

存されません。 

 合計計算 をクリックす

ると利用量の合計が表示

されます。 

 

再生資材の種類や単位は

こちらを参考にします。 
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引き続き情報を更新する場合 

 （Ａ）他の再生資材を更新する場合 

→  戻る ボタンをクリックし、「再生資材利用詳細実施一覧」画面に戻り、 

 追加 ボタンをクリックします。 

（１０．１「（２） 情報交換のための特定建設資材等の登録情報の更新」参照） 

 

 （Ｂ）搬出した建設副産物を更新する場合 

   →  建設副産物搬出（詳細）ボタンをクリックします。 

（１０．１「（２） 情報交換のための特定建設資材等の登録情報の更新」参照） 

 

 （Ｃ）「建設リサイクル関連様式の登録」情報を更新する場合 

   →  工事概要 ボタンをクリックし、「工事概要」画面に戻り 

（１０．１「（２） 情報交換のための特定建設資材等の登録情報の更新」参照）、 

 建設リサイクル関連様式の登録 ボタンをクリックします。 

（１０．１「（３） 建設リサイクル関連様式の登録情報の更新」参照） 
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以下の対象副産物を再資源化施設または最終処分場に搬出する場合は、必ず[建設副産物

搬出（詳細）]の入力を行います。また、計画で登録された建設副産物の発生量の情報は実

施の情報に引き継がれません。利用した処理施設毎に改めて数量を入力します。 

 

【対象副産物】 

〇コンクリート塊 〇アスファルト・コンクリート塊 〇建設発生木材 〇建設汚泥  

〇建設混合廃棄物 

 

〔建設副産物搬出（詳細）を入力する〕 

① 工事概要」画面を表示して 情報交換のための特定建設資材等の登録（任意） ボタン

をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②「再生資材利用詳細実施一覧」画面が表示されましたら 建設副産物搬出（詳細）ボタ

ンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クリック 

クリック 
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③ 「建設副産物搬出詳細実施一覧」画面が表示されましたら、 追加 ボタンをクリック

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④「建設副産物搬出詳細実施（品目・年度登録）」画面が表示されましたら、情報の入力

を行います。登録が終わりましたら、必ず 更新 ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

クリック 

注意！ 

 更新 ボタンを

クリックしないと

入力した内容が保

存されません。 
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⑤ 「建設副産物搬出詳細実施（品目・年度集計）」画面が表示されましたら、 入力 ボタ

ンをクリックします。 

 

 

  

建設副産物搬出等の

情報が表示されます。 

 

クリック 
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⑥ 「建設副産物搬出詳細実施（品目・年度数量登録）」画面が表示されます。搬出する建

設副産物の半月毎の数量を、それぞれ搬出先の工場（＝処理施設）毎に入力していき

ます。工場を登録するために 選択 ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

クリック 
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⑦ 「処理施設選択」画面が表示されましたら、処理施設の住所を都道府県、市区町村、

町丁目と選択します。「施設」項目に施設名が表示されましたら、該当施設を選択し

ます。このとき、該当施設が無い場合は、「施設」項目は「その他」を選択し、その下

にある「会社名」、「施設名」に処理施設名を入力します。すべてが完了しましたら 

 確定 ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
クリック 
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⑧ 「建設副産物搬出詳細実施（品目・年度数量登録）」画面に施設名等が入力されている

ことを確認します。次に半月毎の数量を入力していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入力が完了しましたら 合計計算 ボタンをクリック後、 更新 ボタンをクリックします。 

  

注意！ 

 更新 ボタンを

クリックしないと

入力した内容が保

存されません。 

 合計計算 をクリックす

ると利用量の合計が表示

されます。 

 

再生資材の種類や単位は

こちらを参考にします。 

 



１０ 計画情報を実施情報に更新する 

14 

 

引き続き情報を更新する場合 

 （Ａ）他の搬出した建設副産物を更新する場合 

→  戻る ボタンをクリックし、「建設副産物搬出詳細一覧」画面に戻り、 

 追加 ボタンをクリックします。 

（１０．１「（２） 情報交換のための特定建設資材等の登録情報の更新」参

照） 

 

 （Ｂ）利用した再生資材を更新する場合 

→  再生資材利用（詳細） ボタンをクリックします。 

（１０．１「（２） 情報交換のための特定建設資材等の登録情報の更新」参照） 

 

 （Ｃ）「建設リサイクル関連様式の登録」情報を更新する場合 

→  工事概要 ボタンをクリックし、「工事概要」画面に戻り、 

（１０．１「（２） 情報交換のための特定建設資材等の登録情報の更新」 

参照） 

 建設リサイクル関連様式の登録 ボタンをクリックします。 

（１０．１「（３） 建設リサイクル関連様式の登録情報の更新」参照） 

 

 


